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学校における濃厚接触者の特定及び対応について（依頼） 

 

このことについて、令和４年６月２１日付け「学校における今後の新型コロナウ

イルス感染症対応に係る留意事項について」事務連絡にて文部科学省から学校にお

いて留意いただきたい事項について示されました。また、厚生労働省新型コロナウ

イルス感染症対策推進本部等から県医療保健部に令和４年６月２０日付け「小児の

新型コロナウイルス感染症対応について」事務連絡があり、子どものマスク着用及

び子どもの濃厚接触者の特定について整理され、濃厚接触者の特定・行動制限を行

っている自治体については、改めて保健衛生主管部局と関係部局が連携して対応す

ることが示されました。 

 上記事務連絡の内容を踏まえ、令和４年６月２８日に県医療保健部から子どもの

濃厚接触者の特定について示されました。学校における対応については、令和４年

３月３０日付け事務連絡「オミクロン株が主流である間の県立学校の対応について」

から変更ありませんが、下記のとおり留意願います。 

記 

１ 県医療保健部令和４年６月２８日付け事務連絡における子どもの濃厚接触者の

特定について（別添（写）参照） 

（１）子どもの濃厚接触者の特定について 

   本県では、令和４年３月２５日付事務連絡にて、保育所、幼稚園、認定子ど

も園、小学校、特別支援学校、放課後児童クラブについては、「積極的疫学調査

を実施し、濃厚接触者の特定を行い、対象となった濃厚接触者に対して行動制

限を求めること」としている。就学前の子どもについては、マスクの着用を一

律には求めておらず、また、基本的な感染対策の徹底が困難と考えられること

から、上記施設においては、引き続き積極的疫学調査を実施する。 

   なお、濃厚接触者の特定にあたっては、マスクを着用していないことのみを

もって一律に濃厚接触者と特定するのではなく、引き続き、周辺の環境や接触

の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する。 

   特別支援学校においては、従前どおり保健所において濃厚接触者の特定を行

います。 

（２）上記施設等からの問い合わせへの対応について 

   上記施設や教育機関から保健所に感染対策等の技術的助言の依頼があった際

には対応いただくとともに、相談内容に応じて十分な連携を図るようお願いす

る。 



２ １を踏まえた県立学校における対応 

   学校生活においてマスクの着用が不要な場面がありますが、上記（１）のと

おり、濃厚接触者の特定にあたっては、マスクを着用していないことのみをも

って一律に濃厚接触者と特定されるのではなく、引き続き、周辺の環境や接触

の状況等個々の状況から判断されることになっています。 

なお、これらをふまえた上でも判断に迷う際には、各保健所に相談をお願い

します。各学校からの相談の際には、技術的な助言等の対応をいただく旨を医

療保健部から各保健所に通知いただいております。 

 

（参考）「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」 

（国立感染症研究所 感染症疫学センター 令和３年１月８日版より一部抜粋） 

●「濃厚接触者」とは   

  ・患者と同居あるいは長時間の接触があった者。 

  ・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者。 

  ・手で触れることのできる距離（目安として１メートル）で必要な感染予防策

なしで感染者と１５分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等

個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する）。 
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